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働き方改革の
目標 

 

１．労働時間の短縮 

１ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、所定労働時間

は１ヶ月を平均して週40時間以内とする。 

 

２．有給休暇の取得を推奨 

年次有給休暇の平均取得日数を15日以上とする。 

 

３．働きやすい職場環境づくり 

ワークライフバランスの確保に努める。 

 

 

 

 

働き方改革の 
主な取組み 

 

 

・ 業務の進捗状況に応じて勤務シフトを選択し、閑散期と繁忙

期のメリハリをつけ業務に取り組んでいます。 

 

・ 半日単位での有給休暇取得を可能とし、休暇を取得しやすい

環境を作っています。 

 

・ 従業員が育児、介護等をしながら、引き続きその職務能力が発

揮できるよう応援体制を整備します。 

 

認定番号 20061 新規認定日 令和２年11月13日 

企業概要 

所在地 福岡市東区下原２丁目１６番１号 業種 造園、土木工事業 

代表者 代表取締役  真武 弘延 

事業内容 
・ 造園（庭園工事、防草対策、ガーデニング等） 

・ 景観（園庭工事、公園工事、壁面緑化等） 
電話番号 092-661-6614 

ホームページ https://matake.co.jp 



 


